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査が任意であるのに対して、マルサの調査は捜査令状に基づく強制力を持っていること
から強制調査と言われています。国税庁によると、査察により判明した脱税額は、平成
16年度で282億円にのぼっています。
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特
老
年
金
は
六
五
歳
か
ら
受
け
た
方
が

得
か

Q1

も
う
す
ぐ
四
〇
年
近
く
勤
め
た
当

社
を
定
年
（
六
〇
歳
）
と
な
る
男
性

が
い
ま
す
。
定
年
後
も
再
雇
用
に
よ

り
引
き
続
き
働
い
て
も
ら
う
予
定
で

す
が
、
こ
の
男
性
の
場
合
、
年
金
は

六
五
歳
か
ら
受
け
た
方
が
金
額
が
多

く
な
る
と
聞
き
ま
し
た
。
本
当
で
し

ょ
う
か
。

Ａ

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
金
は
、
六
〇
歳
に
な
っ
た
時
点
で
、

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
な
ど
に
加

入
し
た
期
間
を
合
計
し
て
、
原
則
と
し

て
二
五
年
以
上
あ
る
人
（
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
人
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
一
年
以
上
厚
生

年
金
保
険
に
加
入
し
た
期
間
が
あ
る
人

に
当
然
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
六
〇
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
特
老
年

金
を
遅
ら
せ
て
六
五
歳
か
ら
受
け
て
も
、

支
給
さ
れ
る
年
金
額
は
本
来
の
金
額
だ

け
で
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

全
額
支
給
停
止
で
も
受
給
手
続
き
は
必

要
か

Q2

六
〇
歳
以
後
給
料
を
六
〇
万
円
か

ら
五
〇
万
円
に
引
き
下
げ
て
働
い
て

も
ら
う
社
員
が
い
ま
す
。
給
料
が
五

〇
万
円
で
す
と
こ
の
社
員
の
場
合
、

特
老
年
金
は
全
額
支
給
停
止
に
な
る

と
聞
き
ま
し
た
が
、
こ
の
社
員
は
年

金
の
裁
定
請
求
手
続
き
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
会
社
が

行
う
手
続
き
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え

て
下
さ
い
。

Ａ

ま
ず
、
こ
の
社
員
が
Ｑ
１
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
と
き
に
は
、
事
業
所

を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
で
特
老

年
金
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
（
裁
定

請
求
の
手
続
き
）
を
し
ま
す
。
六
〇
歳

以
後
の
給
料
が
五
〇
万
円
で
す
の
で
、

殆
ど
の
場
合
、
特
老
年
金
は
全
額
支
給

停
止
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

後
給
料
が
低
下
し
、
特
老
年
金
を
受
け

ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
の
で
手
続

き
は
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
手
続

き
を
し
な
い
ま
ま
五
年
を
経
過
す
る
と
、

五
年
よ
り
前
の
特
老
年
金
を
受
け
る
権

利
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
の
で
、

注
意
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
な

お
、
五
年
以
内
の
年
金
額
は
遡
っ
て
支

給
さ
れ
ま
す
が
加
算
額
は
つ
き
ま
せ
ん
。

次
に
、
会
社
が
行
う
手
続
き
で
す
が
、

標
準
報
酬
等
級
が
一
等
級
以
上
下
が
り

ま
す
の
で
、
一
旦
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
資
格
を
喪
失
さ
せ
、
同
日
付
で

資
格
取
得
届
を
提
出
し
た
方
が
保
険
料

は
安
く
な
り
ま
す
。

特
老
年
金
を
受
け
な
が
ら
老
齢
基
礎
年

金
の
繰
上
げ
受
給
は
で
き
る
か

Q3

特
老
年
金
を
受
け
な
が
ら
老
齢
基

礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
す
る
こ
と
は

で
き
る
の
で
す
か
。

Ａ

特
老
年
金
は
六
〇
歳
に
な
っ
た
と

き
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
る
の
は
六
五
歳
に
な

っ
た
日
の
翌
月
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、

本
人
が
希
望
す
れ
ば
六
〇
歳
〜
六
五
歳

に
な
る
前
ま
で
に
繰
上
げ
請
求
し
て
受

け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
こ
の
場

合
は
、
一
定
割
合
で
減
額
さ
れ
、
亡
く

な
る
ま
で
そ
の
減
額
率
は
変
わ
ら
な
い

他
、
一
度
繰
上
げ
請
求
す
る
と
取
消
し

が
で
き
な
い
等
デ
メ
リ
ッ
ト
が
多
く
あ

り
ま
す
の
で
留
意
す
べ
き
で
す
（
後
掲

Ｑ
６
参
照
）。

老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
し
て

特
老
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
昭
和
十
六
年
四
月
二
日
以
後
に
生

ま
れ
た
人
で
す
。

ち
な
み
に
、
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以

前
生
ま
れ
の
人
が
老
齢
基
礎
年
金
の
繰

上
げ
受
給
を
請
求
す
る
と
、
特
老
年
金

は
六
五
歳
に
な
る
ま
で
全
額
支
給
停
止

年
金
受
給
者
が 

引
き
続
き 

働
く
と
き 

社
員
が
六
〇
歳
と
な
っ
た
と
き
に
は
、

殆
ど
の
人
に
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
（
以
下
、
便
宜
的
に
特
老
年
金
と
い

い
ま
す
）
の
受
給
権
が
発
生
し
ま
す
。

特
老
年
金
は
厚
生
年
金
保
険
の
加
入
期

間
等
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
た
め
、
加

入
期
間
が
少
な
い
と
当
然
年
金
額
も
少

な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
国
民
年
金

の
加
入
期
間
が
長
い
人
な
ど
で
あ
っ
て
、

六
五
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年

金
を
六
〇
代
前
半
か
ら
受
け
た
い
人
に

は
、
希
望
す
る
と
き
か
ら
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
給
で
き
る
制
度

（
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
繰
上
げ
制
度
）

を
設
け
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
特
老
年

金
と
老
齢
基
礎
年
金
と
の
受
給
に
関
し

て
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
掲
げ
ま
す
。

▼

▼
▼
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と
な
り
ま
す
の
で
慎
重
に
し
た
ほ
う
が

よ
い
で
し
ょ
う
。

在
職
中
で
も
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ

受
給
は
可
能
か

Q4

国
民
年
金
の
加
入
期
間
が
長
い
社

員
が
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
若
く
健
康

な
う
ち
に
よ
り
多
く
の
老
齢
給
付
を

受
け
た
い
そ
う
で
、
六
〇
歳
か
ら
の

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
を
希
望
し
て

い
ま
す
。
在
職
中
で
も
繰
上
げ
受
給

は
可
能
で
す
か
。

Ａ

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

を
満
た
し
た
人
で
あ
っ
て
、
六
〇
歳
以

上
六
五
歳
未
満
の
人
は
、
当
分
の
間
六

五
歳
に
な
る
前
に
、
在
職
・
退
職
を
問

わ
ず
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
繰
上
げ
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
繰
上
げ
請
求
制
度
に
は
、
全
部

繰
上
げ
と
一
部
繰
上
げ
の
二
つ
が
あ
り

（
本
人
が
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
）、

全
部
繰
り
上
げ
は
、
昭
和
十
六
年
四
月

二
日
以
後
生
ま
れ
の
男
性
（
女
性
は
五

年
遅
れ
）
に
、
一
部
繰
上
げ
は
昭
和
十

六
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
二
十
四
年
四

月
一
日
生
ま
れ
の
男
性
（
同
）
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

全
部
繰
上
げ
請
求
は
、
六
五
歳
に
な

る
月
の
前
月
ま
で
で
き
ま
す
が
、
一
部

繰
上
げ
請
求
は
特
別
支
給
開
始
年
齢

（
生
年
月
日
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
特
老

年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
こ
と
で
、
具

体
的
に
は
定
額
部
分
が
支
給
さ
れ
る
年

齢
を
い
い
ま
す
）
に
な
る
ま
で
の
間
に

し
か
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て

い
る
間
は
、
特
老
年
金
は
支
給
調
整

（
在
職
老
齢
年
金
）
さ
れ
ま
す
。

一
部
繰
上
げ
と
全
部
繰
上
げ
の
手
取
額

の
違
い
は

Q5

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
た
期
間

が
短
い
社
員
が
老
齢
基
礎
年
金
を
繰

り
上
げ
る
場
合
、
一
部
繰
上
げ
と
全

部
繰
上
げ
と
で
は
ど
ち
ら
が
手
取
額

が
多
く
な
り
ま
す
か
。

Ａ

一
部
繰
上
げ
の
場
合
は
、
特
老
年

金
の
定
額
部
分
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
全
部
繰
上
げ
の
場
合
は
、

定
額
部
分
を
受
け
取
れ
な
く
な
り
ま
す
。

繰
上
げ
受
給
制
度
は
難
し
い
で
す
の

で
、
希
望
者
は
、
年
金
手
帳
、
本
人
を

証
明
で
き
る
運
転
免
許
証
な
ど
と
認
め

印
を
持
参
し
て
最
寄
り
の
社
会
保
険
事

務
所
で
年
金
見
込
額
を
試
算
し
て
も
ら

う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
制
度
共

通
年
金
見
込
額
照
会
回
答
票
」
に
は
、

総
受
給
額
逆
転
年
月
や
累
積
年
金
見
込

額
（
六
五
歳
、
七
〇
歳
、
七
五
歳
時
の

そ
れ
ぞ
れ
の
累
積
額
（
繰
上
げ
、
繰
下

げ
を
し
な
い
場
合
の
本
来
額
、
全
部
繰

上
・
繰
下
額
、
一
部
繰
上
額
が
試
算
さ

れ
て
い
る
））
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
。

老
齢
基
礎
年
金
繰
上
げ
受
給
の
デ
メ
リ

ッ
ト

Q6

老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
し

た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
教
え
て
下

さ
い
。

Ａ

老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
て
受
給

し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①

一
定
率
を
掛
け
た
額
が
一
生
涯
に

わ
た
り
減
額
さ
れ
ま
す
。

②

昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以
前
生
ま
れ

の
受
給
権
者
が
被
保
険
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
間
繰
上
げ
支
給
の
老
齢

基
礎
年
金
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

③

繰
上
げ
請
求
し
た
後
に
、
障
害
基

礎
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

④

遺
族
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
人
が

繰
上
げ
請
求
す
る
と
、
遺
族
厚
生
年

金
が
六
五
歳
に
な
る
ま
で
は
支
給
停

止
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
繰
上
げ
請
求

後
に
遺
族
厚
生
年
金
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
い
ず
れ
か

を
選
択
（
六
五
歳
以
後
は
両
方
受
け

ら
れ
る
）
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑤

寡
婦
年
金
（
国
民
年
金
の
第
一
号

被
保
険
者
と
し
て
の
保
険
料
納
付
済

期
間
と
保
険
料
免
除
期
間
を
合
計
し

た
期
間
が
、
原
則
と
し
て
二
五
年
以

上
あ
り
、
か
つ
、
一
定
要
件
を
満
た

し
た
六
五
歳
未
満
の
妻
が
あ
る
と
き

に
、
六
〇
歳
〜
六
五
歳
に
な
る
ま
で

の
最
大
で
五
年
間
、
老
齢
基
礎
年
金

の
四
分
の
三
相
当
額
が
支
給
）
の
受

給
権
は
、
繰
上
げ
支
給
の
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
と
き
は

消
滅
し
ま
す
。

⑥

付
加
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
を
よ

り
多
く
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
人

が
、
付
加
保
険
料
（
一
カ
月
四
〇
〇

円
）
を
支
払
っ
た
と
き
に
、
そ
の
保

険
料
納
付
済
期
間
に
応
じ
て
老
齢
基

礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

国
民
年
金
独
自
の
給
付
）
に
つ
い
て

も
、
老
齢
基
礎
年
金
と
同
様
に
一
定

率
を
掛
け
た
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

⑦

昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人
が
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上

げ
て
受
給
す
る
場
合
に
は
、
特
老
厚

生
年
金
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

▼

▼

▼
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老
齢
給
付
を
受
け
る
に
は
、
国
民
年
金
、

厚
生
年
金
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
期
間

が
、
原
則
と
し
て
二
五
年
以
上
必
要
で
す
。

こ
れ
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
と
老
齢
基
礎
年

金
や
老
齢
厚
生
年
金
な
ど
は
支
給
さ
れ

ず
、
無
年
金
者
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
六
〇
歳
に
な
っ
た
時
点
で
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た

し
て
い
な
い
第
二
号
被
保
険
者
（
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
）
を
除
い
た
人
な
ど
が
、

住
所
地
の
市
区
町
村
役
場
に
申
出
て
被
保

険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
（
任
意

加
入
制
度
）
を
設
け
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
に
は
、
六
〇
歳
以
上
六
五
歳

未
満
の
人
と
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の

高
齢
者
（
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
以
前
生

ま
れ
に
限
る
）
が
加
入
で
き
る
制
度
（
高

齢
任
意
加
入
制
度
）
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

前
者
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
を
満
た
せ
な
い
人
及
び
受
給
資
格
期
間

を
満
た
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
満
額
に

近
い
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
た
い
人
が
加

入
で
き
ま
す
が
、
後
者
は
あ
く
ま
で
受
給

資
格
期
間
を
満
た
す
た
め
の
特
例
措
置
で

す
。

厚
生
労
働
省
か
ら
「
平
成
十
六
年
高

年
齢
者
就
業
実
態
調
査
結
果
の
概
況
」

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
の
個
人
調
査
に
よ
る
と
、

雇
用
者
の
雇
用
形
態
は
、「
雇
用
期
間

を
特
に
定
め
な
い
か
た
ち
の
雇
用
」
割

合
が
六
六
・
九
％
（
女
性
は
六
八
・

七
％
）
と
男
女
と
も
最
も
多
く
、
次
い

で
「
一
ヵ
月
を
超
え
一
年
以
内
の
雇
用

期
間
を
定
め
て
の
雇
用
」
割
合
が
一

八
・
五
％
（
同
二
一
・
六
％
）、「
一
年

を
超
え
五
年
以
内
の
雇
用
期
間
を
定
め

て
の
雇
用
」
割
合
が
一
三
・
〇
％
（
同

七
・
七
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
齢
階
級
別
に
は
、
男
性
は
六
〇
〜

六
四
歳
、
六
五
〜
六
九
歳
の
い
ず
れ
の

年
齢
階
級
も
五
五
〜
五
九
歳
に
比
べ

「
雇
用
期
間
を
特
に
定
め
な
い
か
た
ち

の
雇
用
」
割
合
が
大
幅
に
下
回
り
、

「
一
ヵ
月
を
超
え
一
年
以
内
の
雇
用
期

間
を
定
め
て
の
雇
用
」
割
合
が
大
幅
に

上
回
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
女
性
に
つ

い
て
は
年
齢
階
級
に
よ
る
大
幅
な
変
化

は
男
性
ほ
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

任
意
加
入
制
度

高
年
齢
者
就
業
実
態
調
査

仕事以外のケガや病気（私傷病）

で働けなくなったときに雇用保険か

ら支給される生活給的な給付等につ

いて、a離職して療養する場合、s離職後か

ら求職の申込みをするまでの場合、d求職の

申込み以後の場合に分けて教えて下さい。

私傷病で働けないようになった場

合の給付等は、次のようになります。

a 離職後に、在職中の私傷病の療

養をするときには、働く能力がないと判断

され、雇用保険からの給付は行われません。

ただし、引き続き30日以上仕事に就くこと

ができないときには、住所地のハローワー

クに受給期間の延長申請をすることにより、

本来の受給期間（原則として、離職日の翌

日から１年間）を先延ばしすることができ

ます。

s 離職後から住所地のハローワークに求職

の申込みをするまでの間に私傷病になって、

引き続き30日以上仕事に就くことができな

いときには、aと同様に受給期間延長の申

出ができます。

d 求職の申込み以後の取扱いは、次のとお

りです。

① 引き続き15日以上仕事に就くことができ

ない場合…その受給期間内において、私傷

病のため基本手当を受けることができない

日について、基本手当に代えて「傷病手当」

が支給されます。傷病手当は基本手当と同

額で、所定給付日数から既に支給された基

本手当を控除した日数が限度となります。

② 仕事に就くことができない期間が15日未

満の場合…通常の基本手当が支給されます。

③ 仕事に就くことができない期間が引き続

き30日以上ある場合…傷病手当を受けるか

受給期間の延長申請をするかを選択するこ

とになります。働けない状態が長引くよう

でしたら受給期間の延長を申し出たほうが

無難でしょう。

私傷病で働けないときの給付


